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第２章 福岡市農業の現状と課題 （案） 

(1) 農業の担い⼿ 
福岡市における農家⼾数、農業従事者数は依然として減少しており、また、農業経営主の

平均年齢は平成26年度に70歳、令和元年度には72歳を超えており、農業従事者の⾼齢化
が年々進んでいます。 

このような状況の中、福岡市では、「都会に近い、農業」を体現する若⼿農業者の活動を⽀
援する等、地域農業の担い⼿の育成を図るとともに、将来にわたって福岡市の農業を⽀える新
規就農者の確保に努めています。以前よりも新規就農者数は増加傾向で推移していますが、
農業従事者の⾼齢化や後継者不⾜による農業従事者の減少幅が⼤きいため、全体としては
減少傾向にあります。 

地域の農地を守る取組みのひとつとして期待される受託組織（受託料を収受し農作業の全
部⼜は⼀部の作業を⾏う組織）など、地域における組織づくりはあまり進んでいない状況です。 

このため、地域農業の中⼼となる担い⼿だけでなく、受託組織などの組織づくりへの⽀援や、
法⼈等による参⼊を促すなど、多様な担い⼿の確保に向けた取組みを⽀援していく必要があり
ます。 

 

 (2) 農業経営 
福岡市内における農業経営については⼩規模農家が多いことから、福岡市では⼩規模な農

地で⾼収益を得ることができる施設園芸など、野菜・花きを中⼼とした都市型農業を推進して
います。 

国においては、担い⼿への農地の集積による⼤規模化、６次産業化や輸出の促進等による
農業の活性化を推進していますが、福岡市においては、⼤規模化や集約化が困難な農地が多
い状況にあり、また加⼯品開発や販売まで⾏える農家は限定的です。 

このため、⼩規模で⾼収益を得ることができる施設園芸農業の拡⼤・充実や、早良区・⻄区
など規模拡⼤が可能な地域における担い⼿への農地の集積・集約化などの施策の推進が必要
です。また、地産地消を推進し市内産農畜産物の消費拡⼤を図るとともに、６次産業化によ
る新商品開発・ブランド化の推進など、農家の経営安定や農業所得の向上のための⽀援を充
実していく必要があります。 

新商品の開発の場⾯等、農業経営において⼥性の役割は重要です。⼥性の役割も増えい
ていますが、活躍するにはまだまだ不⼗分な環境と考えており、より働きやすい環境の整備が必
要です。 
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効率的な農業経営を実践するため、⽣産現場でのAI･IoT等を活⽤したスマート農業の導
⼊に向けた実証実験において、⽣産性の向上の効果があがっており、今後、普及に向けた⽀援
を⾏うことが重要です。 

また、障がい者施設と連携し、障がい者等の農業分野での就労等を促す「農福連携」を推
進させるため、農家と福祉事業所とのマッチングに取り組み、令和２年度に１件成⽴しました。
農家の⼈⼿不⾜の解消を図る⽅法のひとつとして、今後も継続して取り組むことが必要です。 

有害⿃獣による農産物被害については、被害額が減少傾向にあるものの、農業経営に損失
をもたらす被害は依然としてあることから、継続して対策を⾏う必要があります。 

 

 (3) 農畜産物供給 
福岡市の農業⽣産額は農業従事者の減少や⾼齢化が進む中、⼀定程度維持できてい

ますが、今後も市⺠に安定的に農畜産物を供給していくためには、農作物の安定的な⽣産・
出荷を推進していく必要があります。 

⽶については、国が策定する需給の⾒直し等を踏まえ、⽣産者や集荷業者等が中⼼とな
って需要に応じた主⾷⽤⽶の⽣産に取り組むとともに、⽔⽥の有効活⽤により⻨や飼料⽤⽶
等の⽣産・利⽤の拡⼤を⾏っていく必要があります。 

また、畜産については、⾁⽤⼦⽜や配合飼料の価格が⾼値で推移するなど厳しい状況に
あり、⽣産性の向上や⽣産コストの縮減を進めることが重要です。 

さらに、⾷に対する安全・安⼼志向の⾼まりにあわせて、農薬使⽤基準の遵守や残留農
薬検査の実施による安全性・品質管理の向上等、徹底していくことが求められています。 

⾝近な農産物への市⺠の関⼼も⾼くなっていることから、学校給⾷への市内産農産物の
活⽤推進など、地産地消・⾷育推進の取組みを充実していく必要があります。 

 
(4) 農地等の保全・活⽤ 
福岡市においては、全体として農地が年々減少していますが、特に利⽤効率の悪い中⼭

間地を始めとした不耕作地や耕作放棄地が増える傾向にあり、これまで以上に農業委員会
と連携して、担い⼿への農地利⽤の集積・集約化と農地の流動化、耕作放棄地の未然防
⽌に取り組む必要があります。 

また、ため池や井堰等の農業⽤施設については、施設の⽼朽化が進むとともに、農業従事
者の減少や⾼齢化等により管理が困難になっており、機能保全のために施設の適切な維持
管理が必要となっています。 
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さらに、農業⽤施設による災害を防⽌するため、集中豪⾬時に⼈的被害を与える恐れが
ある市街地のため池等、緊急性の⾼いものから整備していく必要があります。 

 
 (5) 環境への配慮 

⾷に対する安全・安⼼志向の⾼まりにあわせて、⼤規模⾃然災害や地球温暖化を契機と
した環境を重視する動きが国内外でも加速しており、農業分野においても、この状況に的確
に対応した、地球に優しい、持続可能な農業の推進が求められています。 

このため、農薬や肥料の適正な使⽤やデータに基づく⼟づくり等の環境保全型農業を進め
る農家への⽀援を図るとともに、農業⽤資材のグリーン化など資源の循環利⽤を図る取組み
等も推進していく必要があります。 

 
(6) 農村地域の活性化 

福岡市の農村地域では、若者の都市部への転出等により⼈⼝減少による後継者不⾜や
⾼齢化が進むなど、地域の活⼒が低下するとともに地域のコミュニティ活動の維持が難しくなっ
ています。 農業を担う⽣産者の減少・⾼齢化の進⾏は、農地の維持が困難となり、⽣産基
盤の脆弱化とコミュニティの衰退を招きます。 

福岡市では市街化調整区域の活性化への取組みを⾏っており、⼀定の要件を満たす指
定既存集落内において、住宅を中⼼とする⼩規模な建築物を地域外の⼈も建築が可能と
する新たな制度を創設しています。 

様々な制度を活⽤するとともに、地元の農畜産物や地域資源を活かした農村地域の振
興に取り組むとともにコミュニティの活性化を図る必要があります。 

 
(7) 農業への理解 

健康志向の⾼まりや、⾷の安全を脅かす事例が相次いだことなどから、農畜産物の安全性
や市内産農産物に関する市⺠の関⼼が⾼くなっています。 

農業の果たす役割について、市⺠により理解を促進するには、⽣産から出荷・販売に⾄る
までの農畜産業の営農活動に対する理解が不可⽋となります。 

直売所においては、⽣産者の情報提供を⾏って⽣産者と消費者を結び付ける等の取組み
を実施しており、新鮮で安全・安⼼な農産物を求める消費者により、直売所利⽤は増加傾
向にあります。 

また、市⺠の農業や農作業体験への関⼼は⾼く、市⺠農園や農業体験の場の提供に対
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する需要は⾼まっています。このため、収穫体験のように⽣産者と消費者が交流できる取組み
を推進することなどにより、市⺠の農業への理解促進に努めていく必要があります。 

 
(8) 多⾯的機能の発揮 

農業や農地は、安全で安⼼な農産物の提供だけではなく、⾃然環境保全や洪⽔防⽌な
どの国⼟保全機能、⽣物多様性保全、安らぎや癒しを与える場の提供、さらには、⾃然や農
作業等の体験を通じた教育・レクリエーションの場の提供など、市⺠の⽣活を⽀える重要な役
割を担っています。 

農業が果たす多⾯的機能に対する理解を市⺠に深めてもらうとともに、市⺠が将来にわた
って多⾯的機能を享受できるよう、この機能を維持していくための取組みを、農地や良好な農
村環境の保全といった環境への配慮を強く意識しながら、推進していく必要があります。 


